
              平成 28年(2016年)3月 14日 

総 務 委 員 会 資 料 

経 営 室 行 政 監 理 担 当 

（第４７号議案） 

 

中野区事務手数料条例の一部を改正する条例について 

 

住宅の増築又は改築に係る長期優良住宅認定基準の追加及び建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する法律の施行に伴い、中野区事務手数料条例を次のように改正

する。 

 

１ 長期優良住宅建築等計画認定によるもの 

住宅の増築又は改築に係る認定制度が新たに設けられたことにより、当該手数

料を新設するとともに規定整備を行う。 

 

・ 住宅の増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画認定申請手数料  

   １０,０００円～１,５５２,０００円  

【別表第２ ８４の２】 

 

２ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律によるもの 

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定制度及び建築物エネルギー消費性能

基準の適合認定制度が新たに設けられたことにより、別表第３を追加し、当該手

数料を新設する。 

 

（１）建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 

   ５,１００円～８７１,０００円 

【別表第３ １】 

（２）建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 

   ３,７００円～６１０,０００円 

【別表第３ ２】 

（３）建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料 

５,１００円～８７１,０００円 

【別表第３ ３】 

 

３ 施行日 

平成２８年４月１日 
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平成 28年(2016年)3月 14日 

総 務 委 員 会 資 料 

経 営 室 行 政 監 理 担 当 

（第４７号議案） 
 

中野区事務手数料条例（昭和３３年中野区条例第２号）新旧対照表 

改正案 現行 

第１条 （略） 第１条 （略） 

第２条 事務手数料は、別表第１から別表第３までに掲げる事項の申請者か

ら、別表第１に掲げる事項については申請又は申請事項に係る証明書等の

交付の際、別表第２に掲げる事項については同表に定める徴収時期に、別

表第３に掲げる事項については同表に定める徴収時期に徴収するものと

し、その額は、別表第１当該各項、別表第２当該各項及び別表第３当該各

項に定めるところによる。 

第２条 事務手数料は、別表第１及び別表第２に掲げる事項の申請者から、

別表第１に掲げる事項については申請又は申請事項に係る証明書等の交付

の際、別表第２に掲げる事項については同表に定める徴収時期に徴収する

ものとし、その額は、別表第１当該各項及び別表第２当該各項に定めると

ころによる。 

第３条～第６条 （略） 第３条～第６条 （略） 

   附 則 （略）    附 則 （略） 

別表第１ （略） 別表第１ （略） 

別表第２（第２条関係） 

  事務 名称及び額 徴収時期 

１～８４ （略） （略） （略） 

８４の２ 

 

 長期優良住宅

の普及の促進に

関する法律（平

成２０年法律第

８７号）第６条

第１項の規定に

基づく長期優良

 長期優良住宅建築等計画認

定申請手数料 

 認定申請１件につき、次の⑴

及び⑵に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に掲げる額

（当該申請に係る住宅が一戸

建ての住宅（人の居住の用以外

認定申請

のとき 

別表第２（第２条関係） 

  事務 名称及び額 徴収時期 

１～８４ （略） （略） （略） 

８４の２ 

 

 長期優良住宅

の普及の促進に

関する法律（平

成２０年法律第

８７号）第６条

第１項の規定に

基づく長期優良

 長期優良住宅建築等計画認

定申請手数料 

 認定申請１件につき、次のア

からウまでに掲げる区分に応

じて、当該申請に係る住宅が属

する一の建築物の床面積の合

計に応じ、次に掲げる額（当該

認定申請

のとき 
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住宅建築等計画

の認定の申請に

対する審査 

の用途に供する部分を有しな

いものに限る。以下この項及び

次項において同じ。）の場合に

おいて、一戸建ての住宅を新築

しようとするときは、⑴のアの

（ア）、イの（ア）又はウの（ア）に掲げ

る額、一戸建ての住宅を増築

し、又は改築しようとするとき

は、⑵のアの（ア）又はイの（ア）に

掲げる額）（当該申請に併せて

長期優良住宅の普及の促進に

関する法律第６条第２項の規

定に基づく申出があつた場合

においては、一の建築物につい

て９１の２の項に掲げる額（当

該申出に係る計画に建築基準

法（昭和２５年法律第２０１

号）第６条の３第１項ただし書

の規定に基づき、構造計算に関

する高度の専門的知識及び技

術を有する者として国土交通

省令で定める要件を備える者

（以下「特定建築基準適合判定

資格者」という。）である建築

主事が、建築基準法施行令（昭

和２５年政令第３３８号）第９

条の３の規定による特定構造

計算基準又は特定増改築構造

計算基準に適合するかどうか

の審査（以下「特定建築基準適

合審査」という。）をする部分

が含まれる場合においては当

該部分ごとに８６の２の項に

住宅建築等計画

の認定の申請に

対する審査 

住宅が一戸建ての住宅（住宅の

用途以外の用途に供する部分

を有しないものに限る。次項に

おいて同じ。）の場合において

は、アの（ア）、イの（ア）又はウの

（ア）に掲げる額）（当該申請に併

せて長期優良住宅の普及の促

進に関する法律第６条第２項

の規定に基づく申出があつた

場合においては、一の建築物に

ついて９１の２の項に掲げる

額（当該申出に係る計画に建築

基準法（昭和２５年法律第２０

１号）第６条の３第１項ただし

書の規定に基づき、構造計算に

関する高度の専門的知識及び

技術を有する者として国土交

通省令で定める要件を備える

者（以下「特定建築基準適合判

定資格者」という。）である建

築主事が、建築基準法施行令

（昭和２５年政令第３３８号）

第９条の３の規定による特定

構造計算基準又は特定増改築

構造計算基準に適合するかど

うかの審査（以下「特定建築基

準適合審査」という。）をする

部分が含まれる場合において

は当該部分ごとに８６の２の

項に掲げる額の手数料を加え

た額、同法第８７条の２に規定

する昇降機（以下この項及び次

項において「昇降機」という。）
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掲げる額の手数料を加えた額、

同法第８７条の２に規定する

昇降機（以下この項及び次項に

おいて「昇降機」という。）に

係る部分が含まれる場合にお

いては当該昇降機１基につい

て１２５の２の項に掲げる額

の手数料を加えた額）に相当す

る額を加えた額）を当該建築物

における認定申請戸数で除し

て得た額（当該額に１００円未

満の端数があるときは、これを

切り捨てる。） 

⑴ 住宅を新築しようとする

場合 次のアからウまでに

掲げる場合の区分及び当該

申請に係る住宅が属する一

の建築物の床面積の合計に

応じ、それぞれ次に掲げる額 

 ア 当該申請に併せて区長

が指定する者が作成した

長期優良住宅の普及の促

進に関する法律第６条第

１項各号（第３号を除く。）

に掲げる基準に適合して

いることを示す書類が提

出された場合 

  （ア）～（カ） （略） 

 イ （略） 

 ウ ア及びイ以外の場合 

  （ア）～（オ） （略） 

  （カ） 床面積が５，０００

平方メートルを超え１

に係る部分が含まれる場合に

おいては当該昇降機１基につ

いて１２５の２の項に掲げる

額の手数料を加えた額）の手数

料を加えた額）を当該建築物に

おける認定申請戸数で除して

得た額（当該額に１００円未満

の端数があるときは、これを切

り捨てる。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ア 当該申請に併せて区長

が指定する者が作成した

長期優良住宅の普及の促

進に関する法律第６条第

１項各号（第３号を除く。）

に掲げる基準に適合して

いることを示す書類が提

出された場合 

  （ア）～（カ） （略） 

 イ （略） 

 ウ ア及びイ以外の場合 

  （ア）～（オ） （略） 

  （カ） 床面積が５，０００

平方メートルを超え１
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０，０００平方メートル

以下のとき １，０６

２，０００円 

⑵ 住宅を増築し、又は改築し

ようとする場合 次のア及

びイに掲げる場合の区分及

び当該申請に係る住宅が属

する一の建築物の床面積の

合計に応じ、それぞれ次に掲

げる額 

 ア 当該申請に併せて⑴の

アに規定する書類が提出

された場合 

  （ア） 床面積が１００平方

メートル以下のとき 

１０，０００円 

  （イ） 床面積が１００平方

メートルを超え５００

平方メートル以下のと

き １９，０００円 

  （ウ） 床面積が５００平方

メートルを超え１，００

０平方メートル以下の

とき ３３，０００円 

  （エ） 床面積が１，０００

平方メートルを超え２，

５００平方メートル以

下のとき ４７，０００

円 

  （オ） 床面積が２，５００

平方メートルを超え５，

０００平方メートル以

下のとき ８８，０００

０，０００平方メートル

以下のとき １，０６

２，０００円 
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円 

  （カ） 床面積が５，０００

平方メートルを超え１

０，０００平方メートル

以下のとき １５１，０

００円 

 イ ア以外の場合 

  （ア） 床面積が１００平方

メートル以下のとき 

６８，０００円 

  （イ） 床面積が１００平方

メートルを超え５００

平方メートル以下のと

き １６０，０００円 

  （ウ） 床面積が５００平方

メートルを超え１，００

０平方メートル以下の

とき ２５５，０００円 

  （エ） 床面積が１，０００

平方メートルを超え２，

５００平方メートル以

下のとき ５０４，００

０円 

  （オ） 床面積が２，５００

平方メートルを超え５，

０００平方メートル以

下のとき ９０３，００

０円 

  （カ） 床面積が５，０００

平方メートルを超え１

０，０００平方メートル

以下のとき １，５５

２，０００円 
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８４の３ 

 

長期優良住宅

の普及の促進に

関する法律第８

条第１項の規定

に基づく長期優

良住宅建築等計

画の変更の認定

の申請に対する

審査 

 長期優良住宅建築等計画変

更認定申請手数料 

 変更認定申請１件につき、当

該申請に係る住宅が属する一

の建築物の当該計画の変更に

係る部分の床面積に２分の１

を乗じて得た面積（床面積の増

加する部分にあつては、当該増

加する部分の床面積）に応じ

て、当該計画が住宅を新築する

際に認定を受けたものである

場合においては前項⑴のアの

（ア）から（カ）まで、イの（ア）から

（カ）まで又はウの（ア）から（カ）ま

でに掲げる額（当該住宅が一戸

建ての住宅の場合においては、

同項⑴のアの（ア）、イの（ア）又は

ウの（ア）に掲げる額）、当該計画

が住宅を増築又は改築する際

に認定を受けたものである場

合においては同項⑵のアの（ア）

から（カ）まで又はイの（ア）から

（カ）までに掲げる額（当該住宅

が一戸建ての住宅の場合にお

いては、同項⑵のアの（ア）又は

イの（ア）に掲げる額）（当該申請

に併せて長期優良住宅の普及

の促進に関する法律第８条第

２項において準用する同法第

６条第２項の規定に基づく申

出があつた場合においては、一

の建築物について９１の２の

項に掲げる額（当該申出に係る

変更認定

申請のと

き 

８４の３ 

 

長期優良住宅

の普及の促進に

関する法律第８

条第１項の規定

に基づく長期優

良住宅建築等計

画の変更の認定

の申請に対する

審査 

長期優良住宅建築等計画変

更認定申請手数料 

 変更認定申請１件につき、当

該申請に係る住宅が属する一

の建築物の当該計画の変更に

係る部分の床面積に２分の１

を乗じて得た面積（床面積の増

加する部分にあつては、当該増

加する部分の床面積）に応じて

前項アの（ア）から（カ）まで、イの

（ア）から（カ）まで又はウの（ア）か

ら（カ）までに掲げる額（当該住

宅が一戸建ての住宅の場合に

おいては、同項アの（ア）、イの

（ア）又はウの（ア）に掲げる額）

（当該申請に併せて長期優良

住宅の普及の促進に関する法

律第８条第２項において準用

する同法第６条第２項の規定

に基づく申出があつた場合に

おいては、一の建築物について

９１の２の項に掲げる額（当該

申出に係る計画に特定建築基

準適合審査をする部分が含ま

れる場合においては当該部分

ごとに８６の２の項に掲げる

額の手数料を加えた額、昇降機

に係る部分が含まれる場合に

おいては当該昇降機１基につ

いて１２５の２の項に掲げる

額の手数料を加えた額）の手数

料を加えた額）を当該建築物に

おける変更認定申請戸数で除

変更認定

申請のと

き 
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計画に特定建築基準適合審査

をする部分が含まれる場合に

おいては当該部分ごとに８６

の２の項に掲げる額の手数料

を加えた額、昇降機に係る部分

が含まれる場合においては当

該昇降機１基について１２５

の２の項に掲げる額の手数料

を加えた額）に相当する額を加

えた額）を当該建築物における

変更認定申請戸数で除して得

た額（当該額に１００円未満の

端数があるときは、これを切り

捨てる。） 

８４の４ 

～ 

１３１ 

（略） （略） （略） 

 

して得た額（当該額に１００円

未満の端数があるときは、これ

を切り捨てる。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８４の４ 

～ 

１３１ 

（略） （略） （略） 

 

別表第３ （別紙のとおり）  

  

   附 則  

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  
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別表第３（第２条関係） 

事務 名称及び額 
徴収

時期 

１  建築

物 の エ

ネ ル ギ

ー 消 費

性 能 の

向 上 に

関 す る

法律（平

成 ２ ７

年 法 律

第 ５ ３

号）第３

０ 条 第

１ 項 の

規 定 に

基 づ く

建 築 物

エ ネ ル

ギ ー 消

費 性 能

向 上 計

画 の 認

定 の 申

請 に 対

す る 審

査 

 

 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 

 認定申請１件につき、次の⑴及び⑵に掲げる区分に応じて、次に掲げる額（当該申請に併せ

て建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３０条第２項の規定に基づく申出があ

つた場合においては、一の建築物について別表第２の９１の２の項に掲げる額（当該申出に係

る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同表８

６の２の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第８７条の２に規定する昇降機に係る

部分が含まれる場合においては当該昇降機１基について同表１２５の２の項に掲げる額の手

数料を加えた額）に相当する額を加えた額） 

認定

申請

のと 

き 

⑴ 申請

に併せ

て建築

物のエ

ネルギ

ー消費

性能の

向上に

関する

法律第

３０条

第１項

各号に

掲げる

基準に

適合し

ている

ことを

示す書

類とし

て区長

が定め

るもの

が提出

された

場合 

ア 一戸建て住宅 ５，１００円  

イ ア

以外

の建

築物 

住戸ごとの申請の場合 当該住戸の床面積の

合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

９，７００円 

当該住戸の床面積の

合計が３００平方メ

ートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの 

２１，０００円 

当該住戸の床面積の

合計が２，０００平

方メートル以上５，

０００平方メートル

未満のもの 

４６，０００円 

当該住戸の床面積の

合計が５，０００平

方メートル以上のも

の 

８１，０００円 

一の建

築物の

申請の

場合 

住宅部分（建築物の

エネルギー消費性

能の向上に関する

法律第１１条第１

項に規定する住宅

部分をいう。以下こ

の 表 に お い て 同

じ。） 

当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

９，７００円 

当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの 

２１，０００円 

当該部分の床面積の

合計が２，０００平

方メートル以上５，

０００平方メートル

未満のもの 

４６，０００円  

当該部分の床面積の

合計が５，０００平

８１，０００円 

別紙 
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方メートル以上のも

の 

非住宅部分（建築物

のエネルギー消費

性能の向上に関す

る法律第１１条第

１項に規定する非

住宅部分をいう。以

下この表において

同じ。） 

当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

９，７００円 

当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの 

２７，１００円 

当該部分の床面積の

合計が２，０００平

方メートル以上５，

０００平方メートル

未満のもの 

８０，４００円 

当該部分の床面積の

合計が５，０００平

方メートル以上１

０，０００平方メー

トル未満のもの 

１２８，０００円 

当該部分の床面積の

合計が１０，０００

平方メートル以上２

５，０００平方メー

トル未満のもの 

１６１，０００円 

当該部分の床面積の

合計が２５，０００

平方メートル以上の

もの 

２０１，０００円 

⑵ ⑴以

外の場

合 

ア 一戸建て住宅 当該住宅の床面積の

合計が２００平方メ

ートル未満のもの 

３４，４００円 

当該住宅の床面積の

合計が２００平方メ

ートル以上のもの 

３８，４００円 

イ ア

以外

の建

築物 

住戸ごとの申請の場合 当該住戸の床面積の

合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

６９，１００円 

当該住戸の床面積の

合計が３００平方メ

ートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの 

１１６，０００円 

当該住戸の床面積の １９６，０００円 
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合計が２，０００平

方メートル以上５，

０００平方メートル

未満のもの 

当該住戸の床面積の

合計が５，０００平

方メートル以上のも

の 

２８１，０００円 

一の建

築物の

申請の

場合 

住宅部分 当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

６９，１００円 

当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの 

１１６，０００円 

当該部分の床面積の

合計が２，０００平

方メートル以上５，

０００平方メートル

未満のもの 

１９６，０００円 

当該部分の床面積の

合計が５，０００平

方メートル以上のも

の 

２８１，０００円 

非住宅

部分 

モデル建物

法（建築物エ

ネルギー消

費性能基準

等を定める

省令（平成２

８年経済産

業省令・国土

交通省令第

１号）第１条

第１項第１

号イに規定

する一次エ

ネルギー消

費量（以下こ

の表におい

て「一次エネ

ルギー消費

量」という。）

当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

 

 

 

８７，１００円 

当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの 

 

 

 

１４５，７００円 

当該部分の床面積の

合計が２，０００平

方メートル以上５，

０００平方メートル

未満のもの 

２３５，７００円 
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の算出に用

いるべき標

準的な建築

物及び同省

令第８条第

１号イ⑴に

規定する屋

内周囲空間

の年間熱負

荷（以下この

表において

「屋内周囲

空間の年間

熱負荷」とい

う。）の算出

に用いるべ

きものとし

て国土交通

大臣が定め

る建築物を

用いて評価

する方法を

いう。次項に

お い て 同

じ。）による

場合 

 

 

 

当該部分の床面積の

合計が５，０００平

方メートル以上１

０，０００平方メー

トル未満のもの 

 

 

 

３０９，０００円 

当該部分の床面積の

合計が１０，０００

平方メートル以上２

５，０００平方メー

トル未満のもの 

 

 

 

３７１，０００円 

当該部分の床面積の

合計が２５，０００

平方メートル以上の

もの 

 

 

 

４３５，０００円 

標準入力法

等（実際の設

計仕様の条

件を基に算

定した一次

エネルギー

消費量及び

屋内周囲空

間の年間熱

負荷を用い

て評価する

方法をいう。

次項におい

て同じ。）に

よる場合 

当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

２２７，１００円 

当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの 

３６７，１００円 

当該部分の床面積の

合計が２，０００平

方メートル以上５，

０００平方メートル

未満のもの 

５２３，７００円 

当該部分の床面積の

合計が５，０００平

方メートル以上１

０，０００平方メー

トル未満のもの 

６４６，０００円 
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当該部分の床面積の

合計が１０，０００

平方メートル以上２

５，０００平方メー

トル未満のもの 

７６３，０００円 

当該部分の床面積の

合計が２５，０００

平方メートル以上の

もの 

８７１，０００円 

２  建築

物 の エ

ネ ル ギ

ー 消 費

性 能 の

向 上 に

関 す る

法 律 第

３ １ 条

第 １ 項

の 規 定

に 基 づ

く 建 築

物 エ ネ

ル ギ ー

消 費 性

能 向 上

計 画 の

変 更 の

認 定 の

申 請 に

対 す る

審 査 

 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 

 変更認定申請１件につき、次の⑴及び⑵に掲げる区分に応じて、次に掲げる額（当該申請に

併せて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３１条第２項において準用する同

法第３０条第２項の規定に基づく申出があつた場合においては、一の建築物について別表第２

の９１の２の項に掲げる額（当該申出に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれ

る場合においては当該部分ごとに同表８６の２の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準

法第８７条の２に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機１基につ

いて同表１２５の２の項に掲げる額の手数料を加えた額）に相当する額を加えた額） 

変更

認定

申請

のと

き 

⑴ 申請

に併せ

て建築

物のエ

ネルギ

ー消費

性能の

向上に

関する

法律第

３０条

第１項

各号に

掲げる

基準に

適合し

ている

ことを

示す書

類とし

て区長

が定め

るもの

が提出

された

場合 

ア 一戸建て住宅 ３，７００円 

イ ア

以外

の建

築物 

住戸ごとの申請の場合 当該住戸の床面積の

合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

６，９００円 

当該住戸の床面積の

合計が３００平方メ

ートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの 

１５，０００円 

当該住戸の床面積の

合計が２，０００平

方メートル以上５，

０００平方メートル

未満のもの 

３２，０００円 

当該住戸の床面積の

合計が５，０００平

方メートル以上のも

の 

５７，０００円 

一の建

築物の

申請の

場合 

住宅部分 当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

６，９００円 

当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの 

１５，０００円 

当該部分の床面積の ３２，０００円 



 

6 

 

合計が２，０００平

方メートル以上５，

０００平方メートル

未満のもの 

当該部分の床面積の

合計が５，０００平

方メートル以上のも

の 

５７，０００円 

非住宅部分 当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

６，９００円 

当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの 

１９，１００円 

当該部分の床面積の

合計が２，０００平

方メートル以上５，

０００平方メートル

未満のもの 

５６，４００円 

当該部分の床面積の

合計が５，０００平

方メートル以上１

０，０００平方メー

トル未満のもの 

９０，０００円 

当該部分の床面積の

合計が１０，０００

平方メートル以上２

５，０００平方メー

トル未満のもの 

１１３，０００円 

当該部分の床面積の

合計が２５，０００

平方メートル以上の

もの 

１４１，０００円 

⑵ ⑴以

外の場

合 

ア 一戸建て住宅 当該部分の床面積の

合計が２００平方メ

ートル未満のもの 

２４，２００円 

当該部分の床面積の

合計が２００平方メ

ートル以上のもの 

２７，０００円 

イ ア

以外

の建

住戸ごとの申請の場合 当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

４８，５００円 
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築物 当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの 

８１，０００円 

当該部分の床面積の

合計が２，０００平

方メートル以上５，

０００平方メートル

未満のもの 

１３８，０００円 

当該部分の床面積の

合計が５，０００平

方メートル以上のも

の 

１９７，０００円 

一の建

築物の

申請の

場合 

住宅部分 当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

４８，５００円 

当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの 

８１，０００円 

当該部分の床面積の

合計が２，０００平

方メートル以上５，

０００平方メートル

未満のもの 

１３８，０００円 

当該部分の床面積の

合計が５，０００平

方メートル以上のも

の 

１９７，０００円 

非住宅

部分 

モデル建物

法による場

合 

当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

６１，１００円 

当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの 

１０２，１００円 

当該部分の床面積の

合計が２，０００平

方メートル以上５，

０００平方メートル

未満のもの 

１６５，１００円 
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当該部分の床面積の

合計が５，０００平

方メートル以上１

０，０００平方メー

トル未満のもの 

２１６，０００円 

当該部分の床面積の

合計が１０，０００

平方メートル以上２

５，０００平方メー

トル未満のもの 

２６０，０００円 

当該部分の床面積の

合計が２５，０００

平方メートル以上の

もの 

３０５，０００円 

標準入力法

等による場

合 

当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

１５９，１００円 

当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの 

２５７，１００円 

当該部分の床面積の

合計が２，０００平

方メートル以上５，

０００平方メートル

未満のもの 

３６６，７００円 

当該部分の床面積の

合計が５，０００平

方メートル以上１

０，０００平方メー

トル未満のもの 

４５３，０００円 

当該部分の床面積の

合計が１０，０００

平方メートル以上２

５，０００平方メー

トル未満のもの 

５３５，０００円 

当該部分の床面積の

合計が２５，０００

平方メートル以上の

もの 

６１０，０００円 

３  建築

物 の エ

ネ ル ギ

 建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料 

 認定申請１件につき、建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料

の額は、次の⑴及び⑵に掲げる区分に応じて、次に掲げる額 

認定

申請

のと
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ー 消 費

性 能 の

向 上 に

関 す る

法 律 第

３ ６ 条

第 ２ 項

の 規 定

に 基 づ

く 建 築

物 エ ネ

ル ギ ー

消 費 性

能 基 準

に 適 合

し て い

る 旨 の

認 定 の

申 請 に

対 す る

審査 

⑴ 申請

に併せ

て建築

物のエ

ネルギ

ー消費

性能の

向上に

関する

法律第

２条第

３号の

建築物

エネル

ギー消

費性能

基準に

適合し

ている

ことを

示す書

類とし

て区長

が定め

るもの

が提出

された

場合 

ア 一戸建て住宅 ５，１００円 き 

イ ア

以外

の建

築物 

住宅部分 当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

９，７００円 

当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの 

２１，０００円 

当該部分の床面積の

合計が２，０００平

方メートル以上５，

０００平方メートル

未満のもの 

４６，０００円 

当該部分の床面積の

合計が５，０００平

方メートル以上のも

の 

８１，０００円 

非住宅部分 当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

９，７００円 

当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの 

２７，１００円 

当該部分の床面積の

合計が２，０００平

方メートル以上５，

０００平方メートル

未満のもの 

８０，４００円 

当該部分の床面積の

合計が５，０００平

方メートル以上１

０，０００平方メー

トル未満のもの 

１２８，０００円 

当該部分の床面積の

合計が１０，０００

平方メートル以上２

５，０００平方メー

トル未満のもの 

１６１，０００円 

当該部分の床面積の

合計が２５，０００

平方メートル以上の

２０１，０００円 
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もの 

⑵ ⑴以

外の場

合 

ア 一

戸建

て住

宅 

性能基準（建築物エネルギー

消費性能基準等を定める省

令第１条第１項第２号イ⑴

及び同号ロ⑴に定める基準

をいう。）による場合 

当該部分の床面積の

合計が２００平方メ

ートル未満のもの 

３４，４００円 

当該部分の床面積の

合計が２００平方メ

ートル以上のもの 

３８，４００円 

仕様基準（建築物エネルギー

消費性能基準等を定める省

令第１条第１項第２号イ⑵

及び同号ロ⑵に定める基準

をいう。以下この項において

同じ。）による場合 

当該部分の床面積の

合計が２００平方メ

ートル未満のもの 

１７，７００円 

当該部分の床面積の

合計が２００平方メ

ートル以上のもの 

１９，１００円 

イ ア

以外

の建

築物 

 

住宅部

分 

性能基準（建築物エ

ネルギー消費性能

基準等を定める省

令第１条第１項第

２号イ⑴及び同号

ロ⑴又は同項第３

号に定める基準を

いう。）による場合 

当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

６９，１００円 

当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの 

１１６，０００円 

当該部分の床面積の

合計が２，０００平

方メートル以上５，

０００平方メートル

未満のもの 

１９６，０００円 

当該部分の床面積の

合計が５，０００平

方メートル以上のも

の 

２８１，０００円 

仕様基準による場

合 

当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

３３，１００円 

当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの 

５８，０００円 

当該部分の床面積の

合計が２，０００平

方メートル以上５，

０００平方メートル

未満のもの 

１０４，０００円 

当該部分の床面積の １５７，０００円 
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合計が５，０００平

方メートル以上のも

の 

非住宅

部分 

 

モデル建物法（一次

エネルギー消費量

の算出に用いるべ

き標準的な建築物

を用いて評価する

方法をいう。）によ

る場合 

当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

８７，１００円 

当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの 

１４５，７００円 

当該部分の床面積の

合計が２，０００平

方メートル以上５，

０００平方メートル

未満のもの 

２３５，７００円 

当該部分の床面積の

合計が５，０００平

方メートル以上１

０，０００平方メー

トル未満のもの 

３０９，０００円 

当該部分の床面積の

合計が１０，０００

平方メートル以上２

５，０００平方メー

トル未満のもの 

３７１，０００円 

当該部分の床面積の

合計が２５，０００

平方メートル以上の

もの 

４３５，０００円 

標準入力法等（実際

の設計仕様の条件

を基に算定した一

次エネルギー消費

量を用いて評価す

る方法をいう。）に

よる場合 

当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

２２７，１００円 

当該部分の床面積の

合計が３００平方メ

ートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの 

３６７，１００円 

当該部分の床面積の

合計が２，０００平

方メートル以上５，

０００平方メートル

未満のもの 

５２３，７００円 

当該部分の床面積の ６４６，０００円 
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合計が５，０００平

方メートル以上１

０，０００平方メー

トル未満のもの 

当該部分の床面積の

合計が１０，０００

平方メートル以上２

５，０００平方メー

トル未満のもの 

７６３，０００円 

当該部分の床面積の

合計が２５，０００

平方メートル以上の

もの 

８７１，０００円 

備考 

 １ 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能向上計画変更認

定申請手数料について、一の建築物の申請の場合の手数料の額は、住宅部分の額及び非住宅部分の額を

合算した額とする。ただし、住宅部分又は非住宅部分が存在しない場合は、当該部分の額は合算しない。 

 ２ 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能向上計画変更認

定申請手数料について、同一の建築物において住戸ごとの申請と一の建築物の申請を同時にする場合の

手数料の額は、一の建築物の申請の場合により算出した額とする。 

 ３ 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能向上計画変更認

定申請手数料について、住宅部分及び非住宅部分を有する建築物の非住宅部分のみを申請する場合の手

数料の額は、当該非住宅部分の床面積の合計を一の建築物の申請の場合における非住宅部分の床面積の

合計とみなして算出した額とする。 

 ４ 建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料の額は、住宅部分の額及び非住宅

部分の額を合算した額とする。ただし、住宅部分又は非住宅部分が存在しない場合は、当該部分の額は

合算しない。 


	中野区事務手数料条例の一部を改正する条例について
	中野区事務手数料条例新旧対照表
	別紙　別表第３

